
防災庁設置法案 及び
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要

防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進するため、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、
防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする防災庁を設置することとし、その所掌事務
及び組織に関する事項を定める。また、防災庁設置法の施行に伴い、災害対策基本法において災害の復旧及び
災害からの復興を推進するための本部の設置に関する規定を追加するほか、関係法律の規定の整備等を行う。

趣 旨

概 要

１．内閣に防災庁を設置（第２条）

施行期日

２．防災庁の所掌事務
⑴ 内閣補助事務（内閣の重要政策に関する事務：第４条第１項）

⑵ 分担管理事務（自ら実施する事務：第４条第２項）

・ 防災の施策に関する基本的な方針及び計画、大規模な災害への対処に関する企画立案・
総合調整、関係行政機関が講ずる施策の実施の推進 等

・ 中央防災会議、災害対策本部等の防災に関する組織の設置及び運営
・ 国・地方公共団体・民間事業者等が防災計画等に基づき実施する事前防災の推進
・ 被災者や被災自治体の支援
・ 千島海溝地震、日本海溝地震、首都直下地震、南海トラフ地震等への対策 等

３．防災庁の組織

令和８年中において政令で定める日（防災局に関する規定については公布の日から２年を超えない

範囲内において政令で定める日）

①防災庁設置法案

②防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

１．災害対策基本法の一部改正

２．日本海溝・千島海溝地震法、南海トラフ地震法の一部改正

⑴ リスク評価の結果、人口動態の変化、技術の進展等に応じた基本計画の見直し義務を新設する。

（海溝地震法第４条新第５項、南トラ法第４条新第６項）

⑵ 地方防災会議等が策定する推進計画の実効性を一層確保するため、国からの必要な情報の提供、

    助言等の援助を行う規定を追加する。（海溝地震法新第５条の２、南トラ法新第６条の２）

３．内閣府設置法その他の関係法律の一部改正

⑴ 科学的なリスク評価に基づく事前防災、被災者の良好な生活環境の確保を災害対策の基本理念

    に追加する。（災対法第２条の２）

⑵ 災害からの復旧及び復興を推進するための本部の規定を追加する。（災対法第２章新第４節）

⑴ 防災庁の長及び主任の大臣を内閣総理大臣とし、防災庁の事務を統括する防災大臣を置く。内閣

補助事務を遂行するため、防災大臣に、関係行政機関の長に対する勧告権を付与し、当該勧告

権に基づく勧告を受けた際の関係行政機関の長における尊重義務を規定する。（第６条～第８条）

⑵ 副大臣及び大臣政務官一人に加え、防災庁の庁務を整理し、各部局等の事務を監督する

事務次官一人を置く。（第９条、第10条、第12条）

⑶ 防災に関する重要事項等を審議するとともに、重要政策等を推進する中央防災会議を内閣府から

防災庁に移管する。（第14条）

⑷ 研修及び研究を行う文教研修施設（防災大学校(仮称)）を置くことを可能とする。（第15条）

⑸ 地方機関として防災局を置く。（第16条）
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